
コロナ禍など厳しい環境

変化に対応する事業者を

応援！事業見直しのノウ

ハウが学べるセミナー開

催

埼玉県では、事業の見直しや業態

転換等を検討する商業者に対し、先進

的な事例紹介や、事業見直しのノウハ

ウを学ぶセミナーを実施しています。

中小企業診断士による“一歩踏み込ん

だ事業の見直し方法”や、国の事業再

構築補助金等の紹介も予定されてい

ます。

受講料は無料で、オンラインでの参

加も可能です。会場でご参加の場合は、

前日までに下記問い合わせ先までご

応募ください。

【大宮】12月2日（木） １８：００～

テーマ：空きスペースの活用等

【久喜】12月8日（水） １４：３０～

テーマ：キッチンカーの始め方

【川越】12月15日（水） １４：３０～

テーマ：サブスクリプションビジネス

問合せ先：

埼玉県産業労働部

商業・サービス産業支援課

048-830-3761

埼玉県事業再構築支援

センターが開設されまし

た

新分野の開拓、業態転換、事業再編

など、思い切った事業再構築をお考え

の中小企業を支援するため、埼玉県商

工会議所連合会、および埼玉県商工

会連合会に「事業再構築支援セン

ター」が開設されました。

センターでは支援員が相談を受け、

必要に応じて計画策定支援を行う専

門家の派遣（無料）を調整します。 相

談は完全予約制です。

問合せ先：

埼玉県事業再構築支援センター

０４８-６５７-８２７１

埼玉県最低賃金改正、

956円に

令和3年10月1日から、埼玉県の最

低賃金は時間給956円となりました。

埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業

場で働くすべての労働者に適用されま

す。

さらに、１２月１日から５業種の特定

（産業別）最低賃金の時間額がそれぞ

れ、非鉄金属製造業は９７４円、電子部

品等製造業は９８１円、輸送用機械器

具製造業は９９０円、光学機械器具等

製造業は９９０円、自動車小売業は９８

８円となりました。

問合せ先：

埼玉労働局労働基準部賃金室

048-600-6205

ちょこたび埼玉オンライン

ストアを使ってみませんか

県では、コロナ禍で販売に苦慮する

事業者を支援するため、県公式観光サ

イト「ちょこたび埼玉オンラインストア」

で、埼玉県産品応援キャンペーンを実

施中です。現在掲載商品の募集を行っ

ておりますので、ぜひご検討ください。

また、キャンペーン中は県の補助金を

用いた、全品送料無料と割引販売を実

施します。

詳細お問い合わせ・商品登録のお申

込みは以下にご連絡ください。

問合せ先：

（一社）埼玉県物産観光協会

048-647-403
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補助金などのお役立ち情報をお届けします
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